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成年後見制度について 

板橋区社会福祉協議会 

板橋権利擁護センター 

 

１ 成年後見制度の始まり 

 平成 12年 4月 1日に民法によって規定され、判断能力が不十分な人も介護保険を円滑に利用できるように、

介護保険制度と同時に開始。 

 

2 どのような制度ですか？ 

認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、 

本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、※（4に記載）財産の管理や身上に関する契約手続 

を本人に代わって行う、代理人制度です。 

2種類あります。 

 

⑴任意後見制度：本人に十分な能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめ
．．．．．

本人自ら 

が選んだ人（任意後見人）に、かわりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度 

⑵法定後見制度：本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる 

制度 

 

3 対象者と支援体制 

⑴ 対象者 

法定後見は、判断能力の不十分さ（医師の判断
．．．．．

を元に後見等開始の申立人などの意見を聞きながら 

裁判所が決定
．．．．．．

する）によって、下記のように分かれています。 

後見 「支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。」 

保佐 「支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。」 

補助 「支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある。」 

⑵ 支援体制（家庭裁判所が適任を選任する） 

成年後見人(保佐人・補助人) 

成年後見人等の監督は原則、家庭裁判所が行う。 

 

4 権限の種類と内容 

財産管理： 本人の預貯金の管理、不動産などの管理・処分、遺産分割など財産に関する契約 

身上監護： 介護・福祉サービスの利用手続や医療・福祉施設への入退所の手続や費用の支払 

 

・本人に代わって契約などを行う（代理権） 

・本人のみで行おうとする前に、あるいは事後に同意する（同意権） 

・すでに行った不利益な契約などの行為を取消す（取消権） 
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類型 補助 保佐 後見 

対象となる人 判断能力が不十分な人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が欠如状態の人 

申立ての本人の同

意 
必要 必要 不要 

鑑定の必要性 原則として不要 必要 不要の場合あり 

支援者 補助人 保佐人 成年後見人 

代理権(支援者が本

人に代わって契約

を行う)  

本人の同意のもと、申立て

時に選択した特定の法律

行為を代わって行う 

本人の同意のもと、申立て時

に選択した特定の法律行為を

代わって行う 

財産に関する全ての行為 

同意権・取消権 

(契約を同意した

り、不利益な契約を

取り消す) 

申立て時に選択した重要

な法律行為に同意・取消し

をする。(日常生活に関す

る行為は除く) 

重要な法律行為に同意・取消

しをする。(日常生活に関する

行為は除く) 

日常生活に関する行為を除

く全ての法律行為 

 

5 法定後見制度を利用するには 

   ・利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。 

・申立てをすることができる方は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。その他に市区町村長が申立て 

ることもできます。 

 

まずは、社協 権利擁護いたばしサポートセンターに相談して、後見制度が必要なら 

下の流れになります。 

 

    ---------- 申立ての部分 ----------------             ----- 後見人に選任された場合 ---     
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 ※後見制度は、申立て（提出）後は、終了（本人の死亡・能力が回復）以外にやめることはできません。 

 

6 利用料金 

・申立手数料、登記嘱託手数料、予納郵便切手などで 10,000円程度 

・申立てに必要な書類を入手する費用（戸籍謄本や診断書作成費用など）がかかります。 

・鑑定費用（5万円から 20万円程度）がかかる場合があります。  

    ※専門職による申立て書類作成と法テラスを利用しての申立て 

   ・成年後見人等の報酬は、東京家庭裁判所ではめやすを示しています。 

    ※板橋区報酬助成制度 

  

7 成年後見人等ができないこと 

・付与された代理権、同意権・取消権の範囲以外のこと 

・医療行為への同意 

・身元保証人・身元引受人・その他の保証人になること 

   ・本人の遺言を代わりに書くなど 

 

 

（補足） 

板橋区の成年後見等開始申立フロー（板橋区社会福祉協議会 板橋権利擁護センター作成 : R6/4/1改訂） 


